
唐宋両期における禅・律両院の起居飲食
――十方僧を接待する施設・経営法を中心に――

道 　 　 悟

はしがき
拙論では禅院と律院の起居飲食の相違が唐代から宋代にかけてどのように生

じたのかを分析するものである。

禅と律は、教と合わせ「教・律・禅」として、中国仏教を三つに大分する範

疇である。中国に仏教が伝わると、教（経典）と律（規範）の研究が為される

ようになり、やがて唐代になると教外別伝――教の外に別に真理を伝える――

と標榜する禅が新たに登場した。そして次の宋代になると中国の仏教寺院は

「教・律・禅」の三種に分類されるようになる。

仏教ではインドより古来、寺院内の僧侶を「常住僧」と「客僧」の二種に分

けていた。インドではその寺院に住む僧を「常住僧」、一時的に滞在する外部

の僧を「客僧」と呼んでいたのに対し、中国では寺院に所属する僧侶の名簿で

ある「名籍」が作成され、それに名を載せる者を「常住僧」、それ以外の者を「十

方僧」（十方から来た客僧）と呼ぶようになった。寺院における「十方僧」の

接待の仕方は、唐代から宋代にかけて禅宗において変化していく。唐代以前は

「常住僧」と「十方僧」とが起居飲食――住む場所と食事――を別にしており、

宋代以降も教・律二種の寺院ではその方式を保持していたのに対し、禅宗では

起居飲食を共にするようになる。

先行研究では宋代における禅と律の起居飲食の相違について分析が為されて

いる。たとえば黄敏枝［1989、305-312］は十方住持寺（禅寺）と甲乙住持寺（律

寺）の相違が寺僧の起居飲食の違い――禅寺では皆が共にするのに対し、律寺
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では院ごとに分かれること――にあると述べており、劉長東［2005、79-89］

はこの黄敏枝の研究をもとに、禅・律両宗で財産の管理法が異なることを指摘

している。しかしながら、そのような相違がどのように生じたのか、特に唐代

における状況については殆ど言及されていない。それに対し拙論では唐宋両期

の資料を合わせ見ることで、このような変化がどのように生じたのかを分析す

る。

そこで拙論では当時の碑文ならびに関連する文献を用いることで、（１）唐

代において十方僧を接待していた施設の名称と経営法、ならびに（２）宋代の

律宗と禅宗におけるその名称と経営法について分析を加える。

なお、一口に中国と言ってもその領域は広大であり地域差も大きかったこと

が容易に想像できるが、残念ながら現存する当時の文献は非常に少ないため、

そこから当時の様子を詳細に知ることはできない。しかしながら唐から宋にか

けて生じた変化――それまで別にしていた常住僧と十方僧の起居飲食が共に行

われるようになること――は、その後の中国仏教界に定着し、今日でもなお中

国の寺院において広く見られる形態である。そこで資料的な制約はあるものの、

現時点で見られる資料からその変化の様子を窺いたい。

ちなみに禅・律と並んで一つの勢力となる教においても、十方僧の接待が為

されており、そのような場所が唐代には招提院、宋代には招提教院と呼ばれて

いたことが窺い知れるが、それに関する資料は殆ど現存しておらず、その経営

法については不明である。そこで拙論では分析対象を律寺と禅寺に限定した次

第である。

１．唐代において十方僧を接待していた施設の名称と経営法
まず本節では、唐代の寺院において十方僧（或いは客僧・四方僧と呼ばれ、

以下、十方僧となる）の接待を行っていた施設「招
しょうだい

提」について分析を加える。

具体的には以下、（1）「招提」という語の由来と当時の用法を見たうえで、（2）

「招提」という名の院が寺院内に設置されていたことを確認し、（3）その経営

（1） 

76　『禪學研究』第99號，2021年3月



が外部からの寄進によって為されていたことを明らかにする。

1 － 1　唐代における「招提」

「招提」という言葉はインドに由来するものであり、唐代になるとこの語は

「寺」、もしくはその内部の一施設である「院」を示すのに用いられるようにな

る。

「招提」の原語はサンスクリット語の caturdiśa である。仏教が中国に伝わ

ると、この語は「拓鬪提奢」と音写され、後に「鬪」と「奢」が脱落し、「拓」

が「招」に訛ったことで、「招提」という語が生まれた。caturdiśa とは元来「四

方」（東西南北）の意であり、これに由来する「招提」という語は中国において、

四方から来る客僧を広く受け容れる寺や院を指す言葉として使われるにように

なった。なお唐代の寺院は基本的に「一寺多院制」と称される形態をとってお

り、ひとつの寺の内部に複数の院が存在していた。

「招提」の語を用いて寺を示す際には、「招提」と呼ぶ場合と、「招提寺」と

呼ぶ場合の二種が確認できる。

唐代において寺を「招提」と呼んだ例には主に以下の三例がある。第一、顕

慶元年（656）に長安の大慈恩寺碑が建てられた後、そこに住んだ玄奘は皇帝

へ上表し、「招提」の建立に対し謝辞を述べている。第二、開元十三年（725）

に河北趙州の光業寺が再建された際には、「招提」が建立されたと碑文に記さ

れている。第三、大歴九年（774）、河北魏州の開元寺において三門が再築され

た後に記された碑文では、開元寺を「招提」と呼んでいる。当時多数あった中

国の寺院全体の状況をこの三例のみから推し量ることはできないが、少なくと

も長安や河北では寺が「招提」と呼ばれていたこと、また寺を「招提」と称す

ることを否定するような資料が見あたらないことから、恐らくは中国全土にお

いても同様の呼称が用いられていたであろうことが想像できる。

次に唐代において寺を「招提寺」と呼んだ例に以下の二種がある。第一に唐

代の道宣（595-667）が編んだ『広弘明集』では、梁代の簡文帝（503-551）が「十

（2） 

（3） 

（4） 

（5） 
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方の僧の為に招提寺を建立す」とある。第二に中国僧の鑑真（688-763）が日

本に渡った後に、十方僧を接待するために「招提寺」（現在奈良県の唐招提寺）

を建立している（1-3 にある）。建立された場所は日本であるが、「招提寺」と

いう呼称は鑑真の出身地である中国の用法に依るものであろう。なお唐代より

前の南北朝期にも寺を「招提寺」と呼んだ例が確認できる。

先述の通り「招提」の語は寺内部の院を指すのにも用いられており、十方僧

を接待する院が「招提院」と呼ばれていた例が複数確認できる。この呼称につ

いては、以下に節を改め、その存在形態とあわせて分析する。

1 － 2　唐代の施設

唐代、「一寺多院制」である寺において、十方僧を接待する場所は寺全体に

広がっていたのではなく、寺の内部の一区画に限定されていた。律宗において

も禅宗においても当時、同様に十方僧を接待していた。ただし律宗における接

待の場所が「招提院」等の特定の施設であったことが確認できるのに対し、禅

宗ではその場所を現存する資料から特定することはできない。以下、このこと

に関する当時の記録を分析する。

「招提院」とは「招提（四方）の僧を接待する院」の意であり、その具体的

な様子を伝える唐代の文献として三種を挙げることができる。そのうち、律宗

の例と特定できるものは一つのみであり、残りの二つの立場は目下不明である。

律宗の招提院に関する記録は、唐代律宗の大覚（生没不詳）の著『四分律行

事鈔批』に見える。そこには「道俗の七衆、房舎を造立し、用いて衆僧に施す

こと三世に通じ、中に於いて四事もて供養すること不絶ならしめ、十方僧の経

遊来往に擬うを、招提と名づくるなり」とあり、十方僧を接待する為に建てら

れた房舎を「招提」と称していたことが記されている。

一方、律宗とは特定できないものの、「招提院」を有していた寺院の記録と

して以下の二つを挙げることができる。第一が唐代慧琳（733-817）の『一切

経音義』である。そこには「招提僧坊」について、「古音に云く、客僧を供給

（6） 

（7） 
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するの処なり」とあり、他方から来た僧侶を接待する場所だと明言されている。

また同書では「僧坊」について「『韻林』に曰く、坊区なり、謂は区院なり」

とあり、寺内の一区画を指す語であることが確認できる。第二が『全唐文補編』

所収の「招提浄院施田記」である。これは四川省楽至県の羅漢寺の事績を伝え

る碑文であり、そこには「光化三年（900）、復た招提浄院を作り…一切諸方の

師僧に供せん」と記されている（1-3 部にある）。羅漢寺においても招提院は僧

侶を接待する場所として建立されていたのである。

なお当時、十方僧を接待する場所の名称は、必ずしも「招提院」に限定され

ていなかった。たとえば円仁（793-864）の『入唐求法巡礼記』では、彼が巡

礼時に「普通院」に宿泊したこと、そこが常に粥飯を備え、僧人・俗人の宿泊

に供する場所であったことが記されている。ちなみに、円仁の記述において「普

通院」は 22 もの記述があるのに対し、「招提院」は一つの記述しかない。この

ことから円仁が旅行した唐末の諸地方においては、「招提院」よりも「普通院」

という呼称のほうが一般的であったことがうかがわれる。また円仁は他にも「浄

土院」「新羅院」「法花院」などにも宿泊しており、本来別の目的で建立された

院が、十方僧の接待に流用されていたことも伺える。

次に、唐代の禅宗寺院が十方僧を接待していたことを記す現存文献は、管見

のかぎり中国南部漳州（現在福建省漳州市）に残された三平山の碑文のみであ

る。そこからは同寺が「招提」と称され、十方僧を広く受け容れていたことが

読み取れるが、彼らを接待していた場所が「招提」と称された寺の内部のいか

なる場所であったのかは不明である。その碑文には以下のように記されている。

①菩提の一乗を得て、達摩の正統を嗣ぐ。…大師、法名義中…先に百岩

懐暉大師に依り、西堂・百丈を歴奉し、後に大顚大師に依る。②宝歴初め

漳州に到る。州に三平山有り、因りて芟薙して住持し、敞
ひら

きて招提と為す。

学人、荒服を遠しとせず法を請う者、常に三百餘人有り。

①得菩提一乗、嗣達摩正統。…大師法名義中…先依百岩懐暉大師、歴奉

西堂、百丈、後依大顚大師。②宝歴初到漳州。州有三平山、因芟薙住持、

（9） 

（10） 

（11） 
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敞為招提。学人不遠荒服請法者、常有三百餘人。

この碑文によれば、宝歴年間（825-835）に漳州の三平山において義中（781-

872）なる僧が「招提」を創建し、三百人もの求法僧が遠方より集ったことが

記されている。

まず義中が禅僧であったことは、下線部①に記された法脈から推測できる。

そこに見える義中の師の懐暉（756-816）は、馬祖禅の発展において非常に重

要な役割を果たした人物である。したがって、その弟子の義中も馬祖禅の流れ

を組む禅僧であり、彼が建立した「招提」も禅宗寺院であったと考えることが

できる。

建立された寺が「招提」と呼ばれ、そこに三百人もの求法僧が集ったことは

下線部②に記されている。ただしこの碑文には彼ら求法僧が寺内のどこで接待

されていたかは記されていない。「一寺多院」という当時の寺院構造に鑑みれば、

おそらくは先に見たように律宗同様、「招提院」と称されるような寺内の一施

設に十方僧を住まわせていたと思しいが、これはあくまで想像に過ぎない。

先述の通り十方僧接待に関する当時の記録は少なく、その詳細は不明である

が、上に上げた諸例から律宗・禅宗の双方で十方僧を接待していたという記録

が僅かながらも現存すること、律宗ではそれを「招提院」（あるいは「招提僧坊」）

と呼んでいたこと、また同様の施設が「普通院」などと別様に呼ばれることも

あったことが確認できた。

1 － 3　唐代の経営法

十方僧を接待する施設は当時、外部の寄進者からの布施によって経営されて

いた。その背景には、戒律の規定や当時の寺の収入源など複数の要素があった

と想像できる。まずインド由来の戒律によれば、寺の構成員である「常住僧」

の所有物を、寺に滞在している外部の「十方僧」へ与えることは禁じられてい

る。また当時、「常住僧」の生活費は、均田制により朝廷から僧個人に与えら

れる田畑に依っていた。「常住僧」が一度所属する寺を離れ、遠方に遊行する

（13） 

（14） 

（15） 

（16） 
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のであれば、個人が所有する田畑からも離れることになり、そこから収入を得

ることは困難となる。このような制約のなか、「十方僧」となった僧侶に対し

ては、滞在先の寺院に外部から寄せられる布施からその経費が支出されるよう

になった。

唐代の文献を見る限り、律宗の記述は多いものの、禅宗に関するものは残念

ながら見あたらず、わずかに次の宋代に立てられた碑文のなかに唐代の経営に

対する簡単な記述があるのみである。以下、律宗の記述を確認したうえで、唐

代の禅寺の様子を回顧した宋代の碑文を紹介する。

まず律宗の当時の様子は、（1）律宗文献、（2）唐招提寺の実例から窺うこと

ができる。

（1）律宗文献によれば、唐代の律僧は外部の寄進者から費用を得て、寺内に

招提僧房を建立し、そこで十方僧を供養していた。「招提僧房」に関する記述

は四分律宗の各種文献に多く見えるが、なかでもとりわけ詳細なのが以下に引

く大覚の『四分律行事鈔批』の記述である。

①招提僧房とは、或は是れ七衆、招提僧の為に、坊寺中に於いて、別に

房宇を置く。②来たりて入住する有れば、別に供養有るが故に…③故に知

る、今時寺中房舍の、常住銭もて造るに非ざる者は、即ち招提房と名づく

と。

①招提僧房者、或是七衆、為招提僧、於坊寺中、別置房宇。②有来入住、

別有供養故…③故知今時寺中房舍、非常住銭造者、即名招提房也。

下線部①によれば招提僧房とは、「七衆」（在家者と出家者からなる仏教信徒）

の寄進によって寺内の一区画に建立された「招提僧」接待のための施設である。

「招提僧」とは四方から集う客僧のことであり、十方僧と同義である。

在家者と出家者からなる「七衆」のうち、出家者が寄進した例として挙げら

れるのが以下のものである。すなわち、出家者である行瑫（894-956）という

僧は、後唐天成年間（926-930）に四方僧を供養するために、自身が住してい

た大善寺に院を建立した。

（17） 

（18） 
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また、上に引いた引用文の下線部②においては、十方僧の供養に言及される

が、その詳細については記されていない。この点について、四分律宗の祖であ

る道宣は次ように説明している。すなわち、「別に供養有る」というのは「招提」

における宿泊費を負担するのは、寄進者であって、常住僧ではない、というこ

とである。なお、十方僧が常住僧の所有物を得たい場合には、寺内の僧侶全体

の同意を必要とするという。

次の下線部③では唐代当時の招提僧房について説明されている。大覚の理解

によれば、招提僧房とは、寺の敷地内に建立されたものであり、それ建築時の

費用は常住僧ではなく、寄進者によってされるものである。

また（2）鑑真（688-763）が唐招提寺を建立した事例から、唐代律宗の伝統

的な十方僧接待の様子を窺い知ることができる。鑑真（688-763）は四分律宗

の祖道宣の孫弟子にあたる律僧であり、天平勝宝五年（754）に日本に渡来し

正式に戒律を伝えた。その没後に彼の弟子が著した鑑真の伝記『唐大和上東征

伝』には、鑑真が唐招提寺を建立した経緯に関する以下の記事が見える。

①時に四方より来たる学者有り、供養無きに縁りて、多く退還する有り。

同年十一月廿三日勅賜、備前国水田一百町を準し、十方僧の供料に充て、

一えに大和上の之を処分するに聴わしむ。②三年八月三日に恩勅有り、薨

ぜし新田部親王の旧家を以て之に施す。大和上、即ち此の地を以て、奉じ

て聖朝の為に僧伽藍を造る、其の号を招提寺と称す。即ち大和上、此の国

の行事する者に聞くらく、「寺家に衆供有りと雖も、而れども外来僧に通

ぜず。亦た客僧の供、三日の分を開くと雖も、若し相い識らざれば、終に

供を資けず。是に由りて十方僧の路を塞ぎ、行く人、此の為に辛苦す」と。

大和上、願を発し、奉じて代代聖朝の為に広大の福田を開き、別に十方僧

の往来修道の処を立つ。

①時有四方来学者、縁無供養、多有退還。同年十一月廿三日勅賜準備前

国水田一百町、充十方僧供料、一聽大和上処分之。②三年八月三日有恩勅、

以薨新田部親王旧家施之。大和上即以此地奉為聖朝造僧伽藍、其号称招提

（21） 

（22） 

82　『禪學研究』第99號，2021年3月



寺。即大和上聞此国行事者、「寺家雖有衆供、而不通外来僧、亦客僧供雖

開三日分、若不相識、終不資供。由是塞十方僧路、行人為此辛苦」。大和

上発願、奉為代代聖朝開広大福田、別立十方僧往来修道之処。

ここでは十方僧（＝客僧）の宿泊費を負担するために、孝謙天皇から寄進さ

れた土地からの収入を用いた例と（下線部①）、同様に寄進された土地に「招

提寺」を建立した例（下線部②）の二つが記されている。

まず下線部①から、天平宝字元年（757）年に孝謙天皇が水田百町を鑑真に

下賜し、十方僧の宿泊費に充てさせたという。その背景として記されているの

が、当時「四方より来たる学者」がいたものの、「供養無きに縁りて、多く退

還する」者がいたということである。

次に下線部②によれば、鑑真は孝謙天皇から寄進された土地に「招提寺」（後

の唐招提寺）を建立したという。すなわち、天平宝字三年に天皇は新田部親王

（不明 -735）の屋敷跡地を鑑真に下賜し、その後鑑真はそこに招提寺（十方僧

を広く接待する寺）を建立した。その理由として文献は「此の国の行事する者」

の発言――外来僧・客僧に十分な供養が施されていないこと――を挙げ、それ

を承けて鑑真は「別に十方僧の往来修道の処（＝招提寺）を立てた」のだと記

している。

なお「行事する者」の発言に見える「三日の分を開く」とあるのは、法顕

（334-420）の『法顕伝』に見える状況であり、そこではインドの寺が客僧を三

日に供養すると記されている。つまり日本ではインド由来の戒律に規定される

「客僧に対し三日分の供養を施す」という習慣すら、形骸化していたのである。

このことからも鑑真が客僧を広く接待する招提寺の建立の必要性を痛感したこ

とが窺われるであろう。

以上が律宗に関する記録である。次に、唐代の禅寺の様子を回顧した宋代の

碑文について紹介する。

残念ながら管見の限り、十方僧接待の費用に関する唐代の禅宗文献は現存し

ていないが、宋代の禅僧覚範慧洪（1071-1128）が著した「潭州大潙山中興記」
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には、唐代の状況を回顧した文章が見える。これは大潙山の密印禅寺（現在湖

南潭州境内）――所謂「禅宗五家」のうちの潙仰宗の祖潙山霊祐が住した寺院

――を宋代に復興した際に記されたものであり、そこには「聖渓荘の壟畝、比

隣の呑する所と為る……此れ唐相国裴公の施し以て十方僧を飯するなり」とあ

る。ここに見える「唐相国裴公」とは、仏教の著名な外護者である宰相の裴休

（791-864）のことである。「以て十方僧を飯す」とあることから、裴休が寄進

した土地からの収入が、十方僧の接待費に充てられていたことがうかがえる。

なお清代の陶汝鼐（1601-1683）が編纂した『大潙山古密印寺志』によれば、

裴休が寄進した土地は三千畝の広さであったという。

ちなみにその立場が禅・律のいずれであるか不明であるものの、十方僧の接

待に関する記録が複数ある。ここでは敦煌に関するものと、『全唐文』に見え

るものを参考資料として紹介する。まず敦煌の状況については郝春文［1998、

168-177］が分析しており、それによれば敦煌の寺は十方僧の接待費と常住僧

の生活費を分けていたという。また『全唐文』には唐代の「招提院」に関する

文章が数例あり、そのなかでもとりわけ詳細な「招提浄院施田記」にからは、

以下の二点を知ることができる。第一に、在俗の信徒から寄進された土地を用

いて、十方僧を接待する施設「招提浄院」が建立されたこと。第二に、そこに

収容した十方僧の生活費が、寄進者から毎年布施される金銭により賄われてい

たということである。

このように現存する資料はごく僅かであり、唐代寺院における十方僧接待の

場所やその経営法については不明な箇所が多いが、それでも上に引いた各種文

献から当時、七衆（出家・在家双方の仏教徒）の布施によって十方僧の接待を

行っていた事例が少ないながらも確認できた。

すなわち、行瑫（894-956）は大善寺内部に四方僧を供養する院を建立し、

律僧の鑑真（688-763）は日本に渡来した後に十方僧を供養する招提寺を建立し、

禅寺の密印禅寺は在俗信徒の裴休が寄進した土地からの収入によって十方僧を

接待し、「招提浄院」もまた同様に在俗信徒の寄進によって十方僧の宿泊費を

（25） 
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まかなっていた。

現存する資料が少ないため当時の中国仏教界全体の状況は不明と言わざるを

得ないが、そのごく僅かな資料からも上述の例が律・禅にわたって確認できる

ことから、おそらくは当時「七衆の布施により十方僧を接待する」という形式

がある程度広く見られた一般的なものであったと想像できる。

２．宋代の律寺と禅寺におけるその名称と経営法
十方僧接待の形式について律寺と禅寺のうち、律寺は宋代になっても唐代の

形式をほぼそのまま踏襲していたのに対し、禅寺は宋代になると十方僧接待の

場所と経営法の双方に変化が生じた。以下、十方僧接待の（1）場所と（2）経

営法について、北宋期の禅寺と律寺を対比する形でその相違を確認していく。

2 － 1　北宋期における十方僧接待の施設の名称

前節で見た通り十方僧を接待する施設は唐の時代「招提院」等と呼ばれてい

た。それに対し宋代になると禅宗では自宗の独自性を示す為に、戒律に記され

る「住房」という語と区別し、自宗の施設を新たに「寮」と呼ぶようになった。

それにともない唐代に寺・院の呼称として用いられていた「招提」という語の

意味が忘却されていったらしい。そのため北宋の士大夫たちは「招提」の語義

について主に二種の推測を書き残している。

ここでは以下、（1）彼ら士大夫たちの推測を見たうえで、（2）禅寺が「寮」

と新たに名づけた施設で十方僧を接待していた様子、ならびに（3）律寺が十

方僧を広く受けいれていた様子について分析する。

（1）「招提」の語義をめぐり、北宋の士大夫の間で大きく二つの議論があった。

そのうちの一つが「招提」を私寺の名称とし、官寺と区別するために用いられ

ていたと見るものである。北宋の士大夫が編んだ『靖康緗素雑記』によれば、

唐代の「招提」は私寺――朝廷の公認を得たものではなく、個人が私的に建て

た寺――であったという。もう一つの説が、「招提」は元来「寺」を広く指す
（29） 

唐宋両期における禅・律両院の起居飲食 　85



一般名詞であったが、唐代になると朝廷から公認された官寺のみを「寺」と呼

び、それに対して私寺を従来通り「招提」と呼ぶようになったというものであ

る。この見解は同じく北宋の士大夫が編んだ『能改斎漫録』に見える。実際の

ところ「招提」は十方僧を接待する寺ないし院の呼称であり、上述二説が推測

するような官寺・私寺の別に関わりないものであったが、このように北宋の時

代には「招提」の語義が不明となっていたことから、当時この言葉がすでに使

われていなかったであろうことが推測できる。

（2）禅寺では十方僧を接待する施設を新たに「寮」と呼ぶようになった。こ

の点について北宋の『禅苑清規』（1103 年成立）には、「寮」が遊行僧の宿泊

する場所であると記されている。また『釈氏要覧』（1020 年刊行）の編者道誠

の記述によれば、僧侶が居住する部屋を律宗では「住房」と呼んでいたのに対

し、禅宗ではそれと差違化するために「寮」と呼ぶようになったという。なお、

当時禅宗の十寮に、十方僧について接待寮の呼称がまだ不明である。

（3）宋代の律寺においても唐代同様に十方僧を受け入れていたが、「招提」

という言葉は用いられなくなったと思しい。唐代の律宗が十方僧を接待した場

所は「招提` ` 院」「招提` ` 僧房」と呼ばれていたが、これらの語は管見の限り宋代

の文献には見えない。また、北宋の律師である允堪（?-1061）が「招提」の語

に注釈を加え、それが当時の「四方僧房」であると記していることからも、こ

の「招提」という言葉が宋代においては解説を必要とするほどなじみの無いも

のとなっていたことがうかがえる。ちなみにこの「四方僧房」という語は、四

方から来た僧を住まわせる僧房一般を広く指す言葉であり、その実際の呼称は

各寺院によって区々であったと考えられる。宋代の十方律寺（十方僧を受け入

れる律寺）の内部には様々な名称の子院が存在していたが、そのなかに「四方

僧坊」や「招提」の語を冠したものは見えない。具体的にどの子院において十

方僧を接待していたかは不明であるものの、少なくとも唐代に用いられていた

「招提」やその意訳である「四方」の語は院名として用いられてなくなってい

たことが推測できる。十方律寺内部の子院の各種名称を記した文献に「寺に三

（30） 
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子院有り…惟、浴院十方山主（＝住持）と為る」という記述がある。また当時

新呉県（現江西省奉新県）の律寺「宝峰善思院」が十方僧を広く受けいれてい

たことが当時の記録に記しされている。このように宋代においても、唐代同様

に十方僧を受け入れる律寺が存在していたのである。

なお宋代の文献には、教律禅のいずれに属するかは不明であるが、十方僧を

接待する「接待院」という施設が記されている。北宋期の文人の周紫芝（1082-

1155）が書いた「白蓮庵接待院縁化疏」から、その概要を知ることができる。

それによれば当時「接待院」は十方僧を供養するために在俗の富裕な信徒から

財物を募っていた。また当時の碑文によれば南宋の紹興年間（1131-1162）に、

二人の僧侶海浄（生没不明）と宗潤（生没不明）がそれぞれ会稽（現在の浙江

紹興）と蘇州（現在の江蘇蘇州）に「接待院」を建立し、十方から集う修行僧

を接待したという。

以上本節では十方僧を接待する場所について以下の三点を指摘した。（１）

北宋では「招提」の語が殆ど用いられず、禅寺では律宗と区別するために「寮」

という独自の名称を用いるようになった。（２）律寺において十方僧を接待し

ていた施設の呼称は不明である。（３）教禅律のいずれに属するかは不明であ

るが、当時十方僧を接待する「接待院」なる施設が存在していた。

2 － 2　宋代の経営法

先行研究で既に明らかにされている通り、禅宗が興隆する宋代において、十

方住持寺（禅寺）の財産公有制と甲乙住持寺（律寺）の財産私有制が確立され

た。このようななか、禅寺と律寺とにおいて十方僧を接待する場所とその経営

方法にも差違が生じることとなる。

財産公有制の禅寺においては、常住僧・十方僧の分け隔てなく共に同じ場所

で食事をとるようになる。これは公有制となった一寺の財産から寺内の僧（十

方僧と常住僧）全ての食費を支出するようになったことを示している。

律寺においては「別房にて食す」と記される通り、僧侶は寺内に複数ある子

（34） 
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院のうち、自身の所属先においてそれぞれ食事をとっていた。これらの子院は

それぞれ会計を別にしていたと考えられる。

やや時代は遡るものの、五代の律師景霄（不明 -927）の説明によれば、寺内

の子院はそれぞれ食事する場所を有しており、その費用は各院が有する田畑の

収入からそれぞれ支出していたという。

またその具体的な場所は不明であるものの、以下に詳しく見るように宋代の

律寺には、その内部の一院に住まう十方僧の生活費を同院が所有する田畑等の

収入から支出していた例が確認できる。

五代と宋代では社会の有り様が大きく異なるし、宋代のものとはいえ僅か一

例のみから全体を論じることはできないが、恐らくは宋代の律寺も子院ごとに

会計を別にしていたのではないかと想像する。そうであれば、特定の一院に住

まう十方僧の宿泊費と、それ以外の院に住まう常住僧の生活費とは、自ずから

別会計であったことだろう。

宋代の律寺が特定の院において十方僧を接待していたことを窺わせる当時の

資料とは、以下に引く朝廷の判決書「客僧妄訴開福絶院」である。

（1）開福の寺と為るや、係勅賜の祖の額、乃ち本県の聖節祝聖の所…一

院有りて亦た開福を以て号と為す…子房の徒弟、相い接続せず、以て廃壞

に至る。（2）則ち産業は並て常住に帰し、以て祝聖・焚修・起造・修葺、

常住の費と為す…乾道四年、保正の劉時発なる者有り、本院の常住を将て

絶産請佃と作す。僧志珠、転運司を経て陳訴す…若し開福俱な僧房無くん

ば、是れ絶院なり。若し一房に僧無くんば、自ら當に併びに常住に帰して

業と為すべし…（3）蓋し宗琦等の四人、本寺の徒弟に非ざるに縁り、合

に其の住持を竄名するを容るべからず…其の八院の田業、尽く本寺常住の

掌管に還る。

（1）開福之為寺、係勅賜祖額、乃本県聖節祝聖之所…有一院亦以開福為

号…子房徒弟不相接続、以至廃壞、（2）則産業並帰常住、以為祝聖、焚修、

起造、修葺、常住之費…乾道四年、有保正劉時発者、将本院常住作絶産請

（41） 

88　『禪學研究』第99號，2021年3月



佃、僧志珠経転運司陳訴…若開福俱無僧房、是絶院。若一房無僧、自當併

帰常住為業…（3）蓋縁宗琦等四人非本寺徒弟、不合容其竄名住持…其八

院田業、尽還本寺常住掌管。

これは乾道四年（1168）以前に生じた寺院の財産をめぐる裁判の記録である。

それによれば開福寺内の開福院に住む僧がいなくなった際に、十方僧の宗琦（生

没不明）ら四人の僧と俗人の劉時発（生没不明）がその財産を自らのものとし

たため、開福寺僧の志珠（生没不明）が朝廷へ訴え、奪われた財産が返還され

たという。以下に詳しく見るように開福寺は官寺また律寺であり、この裁判の

判決は当時の公的な一般見解を示しているものと考えられる。

まず上の引用文の下線部（1）に「聖節祝聖」とあることから開福寺が官寺

であり、「子房の徒弟、相い接続せず」とあることから律寺であると分かる。

なぜなら「聖節祝聖」（皇帝や皇族の誕生日を祝い長寿を祈る法会）は唐末五

代に始まる儀礼であり、宋代においてこれは一般に官寺の役目であった。また

「子房の徒弟」が住持の職を「相い接続」するというのは、当時の甲乙住持（律

寺）の方式であった。

次に下線部（2）から開福院の経営が田畑等の収入によっていたことが分かる。

なおその田畑の帰属先はこの判決によれば、以下のように決定される。まず院

が次の住持に継承されるのであれば院に帰属し、住持する者がいなくなれば院

が属する寺に帰属し、院が属する寺も存在しない場合には、俗人の保正（十戸

でひとまとまりの隣組の長）から官員への報告を経て、その土地の農民へと分

配される。

最後に下線部（3）から、開福院が十方僧を接待する場所であったことが分

かる。その財産を奪おうとした宗琦ら四僧は開福院に住んでいた十方僧であっ

た。そして同院を管理していた住持が亡くなり、その後を嗣ぐ弟子もいないこ

とに乗じて、宗琦ら十方僧がその寺領を自らのものにしようとしたのであろう。

なお十方僧を接待する施設の田畑について、当時の記録はないものの、恐ら

くは唐代同様に七衆から寄進されたものであったと想像できる。なんとなれば、

（42） 

唐宋両期における禅・律両院の起居飲食 　89



甲乙寺内部の各院に七衆から田畑が寄進されているからである。また前述した

宋代の「白蓮庵接待院縁化疏」の記録から、宋代においても十方僧の宿泊費は

外部からの寄進によって賄われていた可能性が高い。

以上の説明から、宋代の十方僧を接待する場所の経営法の一斑が明らかと

なった。

第一に、禅寺においては十方僧・常住僧の区別なく、一寺に住まう僧の生活

費は一律、寺の公有財産から支出されていた。なおこれは今日の中国仏教まで

続く習慣となる。

第二に、律寺において十方僧と常住僧の会計は別であり、十方僧の滞在費は

七衆の布施、ないし寄進された田畑等からの収入によって賄われていた。

むすび
先行研究では専ら宋代の禅・律間の起居飲食の相違のみが論じられていたの

に対し拙論では、「十方僧」受け入れの方式に焦点を絞り、禅と律における起

居飲食の相違が唐から宋にかけてどのように生じたのかを分析し、以下の諸点

を指摘した。

まず唐代の律宗は、インド由来の戒律に則って常住僧と十方僧の起居飲食を

分けており、この形態は宋代の律宗に受け継がれた。外部から来た十方僧は寺

内の一院に収容され、その費用は七衆の布施や寄進された土地の収入によって

いた。十方僧を収容する院は唐代において「招提院」などと呼ばれたが、宋代

になると各寺それぞれ独自の名称を付けるようになったと考えられる。

次に唐代の禅宗は律宗同様、常住僧と十方僧の起居飲食を別にしていたが、

宋代なるとそれを共にするようになる。それに伴い、本来別会計であった十方

僧の生活費も常住僧同様、寺全体の公有財産から支出されるようになった。な

お宋代の禅寺では僧侶が起居する場所を「寮」と呼ぶようになったと当時の文

献に記されている。

以上、当時の文献に基づき、唐から宋にかけての律・禅における起居飲食に

（43） 
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ついて分析した。現存する資料は少なく、そこから当時の中国仏教界全体の有

り様を知ることはできないが、それでも「常住僧と十方僧が起居飲食を別にす

る」というインド由来の形式が唐代では律・禅の双方で行われていた例、なら

びに宋代の禅宗になると「常住僧と十方僧が起居飲食を共にする」という新た

な例が見えるようになることが確認できた。この「起居飲食を共にする」とい

う形式は今日の中国寺院でも踏襲されているものであり、それが唐代には見え

ず宋代になって見えるようになることは、中国仏教の展開を把握するうえでさ

さやかながらも重要な変化ということができるだろう。
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